
分類 通数 内容
都市基盤 　39 公園、道路、下水道など

福祉・医療 　34 公立病院、介護、保育など
教育・文化 　30 小中学校、図書館など
まちづくり 　38 防災、防犯、交通安全など
産業・経済 　18 観光、産業振興など
生活環境 　84 ごみ、悪臭、ペット被害など
その他 　36 市職員、税金、市施設など

計 ※279
※ 1 通で内容が複数にわたるものもあるため、投稿総数と一致し
ていません。

　平成31年度・令和元年度の投稿総数267通のうち匿
名のものや回答を希望しないもの、担当部局が対応し
て回答が不要となったものなどを除く87通について文
書で回答しました。そのうち投稿者からの同意があっ
たものは市ホームページで公開をしています。
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市長への手紙の出し方

　裏面への記入が済みましたら、線に
沿って封筒の形に切り取り、中央を折っ
てからのりしろ部分にのりを付け、封筒
の形に仕上げて切手を貼らずにお出しく
ださい。

回答について

　いただいたご意見等につきましては、次の場合
には原則として回答しません。
①氏名・住所が不明なもの
②特定の個人や団体等を侮辱又は誹謗中傷したもの
③営利企業等の宣伝又はこれに類するもの
④担当職員が直接お会いし､もしくは､お電話等で
　説明したことにより、ご理解をいただいたもの
⑤「市長への手紙」の趣旨から外れた内容のもの、
　又は、手紙の内容の意味や意図が不明なもの

裏面への記入にあたって

①あなたのご意見と差出人欄に、必要事項をご記
　入ください。
②手紙の公開について
　お寄せいただいたご意見とその回答を公開する
　ことにより、市民の皆さんとさまざまな問題を
　共有できるようになります。公開は、主に市のホ
　ームページで行います。

※匿名の場合には、公開の対象にはなりません。

　公開にあたっては、内容を要約し本人又は関係者
等のプライバシーが侵害されることのないよう、住
所・氏名や個人が特定される情報等は掲載しません。
　お手紙の内容を公開してほしくない場合には、
記載欄の下段の“いいえ”を○で囲んでください。

※この専用封筒の差出有効期間は、2021年３月31日
までです。有効期間内は、切手を貼らずにお出しい
ただけます。

★お問い合わせ先
　〒367-8501　本庄市本庄３丁目５番３号
　本庄市役所企画財政部秘書課秘書係
　☎25-１１５４

＊封筒の形に切り取り、中央を折ってからのりしろ
　部分を封筒の外側に貼り付けてください。

ひ ぼう
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　「市長への手紙」は、市民の皆さんから市長へ市政に関するご意見・ご提案などをお寄せいただき、市政運営やま
ちづくりに反映させていく事業です。手紙は市長が直接拝見し、担当部局と調整・検討のうえ、郵便で回答します。

郵便　
①封筒が印刷されたページにご意見・ご提案と必要
　事項を記入
②封筒の形に折り込み糊付け
③ポストに投かん（切手は不要）
※用紙は市役所総合案内、アスピアこだま、はにぽ
んプラザ、図書館本館・児玉分館、各公民館、各児
童センター等にあります。
インターネット
①本庄市ホームページ「市長の部屋」にアクセス　
②「市長の手紙」専用フォームから入力、送信

▶お寄せいただく方法

「市長への手紙」に
ご意見・ご提案をお寄せください

★秘書課☎ 25- １１５４　 tegami@city.honjo.lg.jp

▶平成31年度・令和元年度に寄せられた内容

▶ ｢市長への手紙」はこのように取り扱われます

あなたの意見・提案を
お寄せください

▶ご意見の一部を紹介します

本庄総合公園の樹木への樹名板の設置について
意見　本庄総合公園内の「ご意見ポスト」に、樹

木名のプレートを付けてくださるようお願いした
のですが、長い間、何もしてない状態です。付け
る必要がないとしか思われません。市役所の方に
も電話でお願いしました。樹木の名前を知ったり、
その特徴や季節を知る大切な勉強に役立つはずで
す。子どもにとっても、公園内の樹木を知る事は
有意義です。ぜひ、取り付けてくださるようお願
いします。

回答　樹名板の設置は、樹木の名前を知り、特徴や
季節を知る大切な勉強に役立つものであり、公園
愛護の観点や緑の大切さ、樹木への興味を持って
いただくためにも、樹名板を設置することは有意
義なことだと考えています。

　　そのため、市内の公園にも樹名板をいくつか設
置していますが、今ある樹名板は設置から時間が
経ち、老朽化が目立ってきている状況です。これ
らは老朽化に伴い修繕しているものもありますが、
各公園の遊具やトイレ等、他の公園施設の老朽化
も進んでおり、それらの中でも優先度の高いもの
から修繕を行っているため、樹名板の多くは、残
念ながら交換修繕ができていない状況です。

　　現在、本庄総合公園には、７種類の品種を誇
る梅の園を始め、修景池の日中平和友好の大使
蓮、プロムナードの銀杏並木、シルクドーム脇の
河津桜、バーベキュー広場のコナラ群集地等、散
策路には幅広い樹種が点在しております。主な樹
種については、すでに樹名板により表示していま
すが、より皆さまに楽しんでいただける公園を目
指し、その他の樹種の樹名板の設置についても検
討してまいります。


